
　
　
山
田

　秀 

教
授
略
歴
・
業
績
目
録

　
略

　歴

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
年
）
八
月

　
鹿
児
島
市
に
て
出
生

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
三
月

　
九
州
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
四
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
（
基
礎
法
学
専
攻
）
入
学

一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
三
月

　
同
上
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
四
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
（
基
礎
法
学
専
攻
）
入
学

一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
） 

　
　
　
南
山
大
学
研
究
生
（
～
一
九
八
五
年
三
月
）

一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）
九
月

　 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
）大
学
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
部
キ
リ
ス
ト
教
社
会
科
学
研
究
所
留
学Studium

 am
 Institut für die C

hristlichen 

Sozialw
issenschaften an der K

atholisch-Theologischen Fakultät der W
estfälischen 

W
ilhelm

s-U
niversität zu M

ünster

（bis M
ärz 1984

）.

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）
三
月

　
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
（
基
礎
法
学
専
攻
）
単
位
取
得
退
学

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）
四
月

　
九
州
大
学
法
学
部
助
手
（
比
較
憲
制
論
）
採
用
］（
～
一
九
八
六
年
三
月
）

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
三
月

　 

法
学
博
士
（
法
博
甲
第
七
号
、
九
州
大
学
）　「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
論
」（
博
士

号
請
求
論
文
、
二
〇
〇
字
×
九
六
七
頁
（
未
公
刊
）
に
よ
る
。
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一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
講
師
採
用

一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）

　
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
助
教
授
昇
格

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）

　
九
月

　 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
客
員
教
授G

astprofessor an der 

K
atholisch-Theologischen Fakultät der U

niversität W
ien

（bis Juli 1995

）. 

そ
の
間
、
演
習

担
当
（1995SS

）.

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
教
授
昇
格

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
四
月

　
熊
本
大
学
教
授
法
学
部

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
）
四
月

　 

熊
本
大
学
教
授
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
に
異
動
、
教
授
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
及
び

教
授
法
学
部
に
併
任
。

二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）

　
四
月

　 

附
属
図
書
館
長
に
併
任
。
国
立
大
学
法
人
熊
本
大
学
教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
に
併
任
。
文
書

館
館
長
を
兼
務
。

　
学
会
活
動

九
州
法
学
会

日
本
法
哲
学
会

経
済
社
会
学
会

　
二
〇
〇
二
年
以
降

Johannes M
essner G

esellschaft seit 1995

Europäische A
rbeitsgem

einschaft M
ut zur Ethik seit 1998
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一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
講
師
採
用

一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）

　
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
助
教
授
昇
格

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）

　
九
月

　 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
部
客
員
教
授G

astprofessor an der 

K
atholisch-Theologischen Fakultät der U

niversität W
ien

（bis Juli 1995

）. 

そ
の
間
、
演
習

担
当
（1995SS

）.

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
四
月

　
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
（
法
学
部
）
教
授
昇
格

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
四
月

　
熊
本
大
学
教
授
法
学
部

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
）
四
月

　 

熊
本
大
学
教
授
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
に
異
動
、
教
授
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
及
び

教
授
法
学
部
に
併
任
。

二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
）

　
四
月

　 
附
属
図
書
館
長
に
併
任
。
国
立
大
学
法
人
熊
本
大
学
教
育
研
究
評
議
会
評
議
員
に
併
任
。
文
書

館
館
長
を
兼
務
。

　
学
会
活
動

九
州
法
学
会

日
本
法
哲
学
会

経
済
社
会
学
会

　
二
〇
〇
二
年
以
降

Johannes M
essner G

esellschaft seit 1995

Europäische A
rbeitsgem

einschaft M
ut zur Ethik seit 1998
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著
作
目
録

【
著
　
書
】

１
　Zur N

aturrechtslehre von Johannes M
essner und ihrer Rezeption in Japan, H

erold-Verlag W
ien 1996, 68S. 

２
　『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』（
xxii
＋
三
五
六
頁
）、
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
〇
日

３
　『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』（
xiv
＋
四
七
五
頁
）、
成
文
堂
、
二
〇
一
九
年
六
月
一
五
日

４
　 『
自
然
法
と
私
―
我
が
半
生
を
反
省
す
る
―
』（
三
四
頁
）（「
知
の
技
法
の
伝
承
」
シ
リ
ー
ズ
16
）、
熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化

科
学
教
育
部
Ｆ
Ｄ
研
究
会
編
、
ホ
ー
プ
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
六
日

【
論
　
文
】

（
１
）「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
論
」、
一
九
八
二
年
一
〇
月
、『
九
大
法
学
』
44
、
七
三
―
一
一
四
頁

（
２
）「
倫
理
的
真
理
に
つ
い
て
―
伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
―
」、一
九
八
六
年
一
〇
月
、『
法
哲
学
と
社
会
哲
学
』
法
哲
学
年
報
、

有
斐
閣
、
一
〇
八
―
一
一
七
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
３
）「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論
―
良
心
の
構
造
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
自
然
法
―
反
省
と
展
望
』、
水
波
朗
、
稲
垣
良

典
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
編
集
、
創
文
社
一
九
八
七
年
三
月
、
一
五
七
―
一
八
六
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』

に
所
収
）

（
４
）「
著
作
権
に
つ
い
て
の
覚
書
―
習
慣
論
の
立
場
か
ら
―
」一
九
八
八
年
九
月
三
〇
日
、『
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
論
集（
４
）』、

一
三
―
二
二
頁

（
５
）「
補
論

　
現
行
著
作
権
法
の
一
側
面
―
ア
ン
ケ
ー
ト
質
問
項
目
に
係
わ
る
現
行
著
作
権
法
注
解
―
」、
一
九
八
九
年
三
月
、『
著
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作
権
問
題
と
調
査
』、
一
二
八
―
一
三
九
頁

（
６
）「
自
然
法
論
的
認
識
論
―
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
貢
献
―
」、『
法
と
国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の
』、
阿
南
成
一
、三
島
淑
臣
ほ

か
編
著
、
一
九
八
九
年
一
一
月
一
五
日
、
創
文
社
、
二
六
九
―
三
〇
八
頁

（
７
）「『
百
周
年
回
勅
』
の
今
日
的
意
義
―
法
哲
学
的
観
点
か
ら
―
（
１
）」、一
九
九
二
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
１
号
、

一
二
一
―
一
五
三
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
８
）「『
百
周
年
回
勅
』
の
今
日
的
意
義
―
法
哲
学
的
観
点
か
ら
―
（
２
）」、一
九
九
三
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
２
号
、

九
五
―
一
二
七
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
９
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
思
想
的
境
位
」、一
九
九
三
年
三
月
、『
南
山
法
学
』
第
16
巻
第
３
・
４
合
併
号
、九
九
―
一
二
四
頁
（『
ヨ

ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
10
）「
共
同
善
、
社
会
、
国
家
―
ト
ミ
ス
ム
の
観
点
か
ら
―
」、
一
九
九
三
年
三
月
、『
法
政
研
究
』
第
59
巻
第
３
・
４
合
併
号
、

三
一
七
―
三
八
〇
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
11
）「
孟
子
の
倫
理
思
想
と
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論
―
自
然
法
と
実
践
知
に
就
い
て
の
一
比
較
試
論
―
」『
自
然
法
と
実
践
知
』、
阿
南

成
一
、三
島
淑
臣
ほ
か
編
著
、
一
九
九
四
年
八
月
三
〇
日
、
創
文
社
、
二
三
九
―
三
〇
一
頁

（
12
）「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
に
お
け
る
自
然
法
の
意
義
」、
一
九
九
六
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
４
号
、
一
―
二
一

頁

（
13
）「
自
然
法
論
的
人
間
論
―
統
合
的
人
間
論
形
成
へ
の
途
上
に
て
―
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
南
山
法
学
』
第
20
巻
第
３
・
４
合
併

号
、
三
七
―
四
六
頁

（
14
）「
自
然
法
と
共
同
善
―
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
側
面
―
」、
一
九
九
七
年
一
〇
月
、『
多
文
化
時
代
と
法
秩
序
』
法
哲
学
年
報
、
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作
権
問
題
と
調
査
』、
一
二
八
―
一
三
九
頁

（
６
）「
自
然
法
論
的
認
識
論
―
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
貢
献
―
」、『
法
と
国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の
』、
阿
南
成
一
、三
島
淑
臣
ほ

か
編
著
、
一
九
八
九
年
一
一
月
一
五
日
、
創
文
社
、
二
六
九
―
三
〇
八
頁

（
７
）「『
百
周
年
回
勅
』
の
今
日
的
意
義
―
法
哲
学
的
観
点
か
ら
―
（
１
）」、一
九
九
二
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
１
号
、

一
二
一
―
一
五
三
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
８
）「『
百
周
年
回
勅
』
の
今
日
的
意
義
―
法
哲
学
的
観
点
か
ら
―
（
２
）」、一
九
九
三
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
２
号
、

九
五
―
一
二
七
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
９
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
思
想
的
境
位
」、一
九
九
三
年
三
月
、『
南
山
法
学
』
第
16
巻
第
３
・
４
合
併
号
、九
九
―
一
二
四
頁
（『
ヨ

ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
10
）「
共
同
善
、
社
会
、
国
家
―
ト
ミ
ス
ム
の
観
点
か
ら
―
」、
一
九
九
三
年
三
月
、『
法
政
研
究
』
第
59
巻
第
３
・
４
合
併
号
、

三
一
七
―
三
八
〇
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
11
）「
孟
子
の
倫
理
思
想
と
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論
―
自
然
法
と
実
践
知
に
就
い
て
の
一
比
較
試
論
―
」『
自
然
法
と
実
践
知
』、
阿
南

成
一
、三
島
淑
臣
ほ
か
編
著
、
一
九
九
四
年
八
月
三
〇
日
、
創
文
社
、
二
三
九
―
三
〇
一
頁

（
12
）「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
に
お
け
る
自
然
法
の
意
義
」、
一
九
九
六
年
三
月
三
〇
日
、『
社
会
倫
理
研
究
』
第
４
号
、
一
―
二
一

頁

（
13
）「
自
然
法
論
的
人
間
論
―
統
合
的
人
間
論
形
成
へ
の
途
上
に
て
―
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
南
山
法
学
』
第
20
巻
第
３
・
４
合
併

号
、
三
七
―
四
六
頁

（
14
）「
自
然
法
と
共
同
善
―
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
側
面
―
」、
一
九
九
七
年
一
〇
月
、『
多
文
化
時
代
と
法
秩
序
』
法
哲
学
年
報
、
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一
三
七
―
一
四
六
頁

（
15
）「
発
展
す
る
共
同
善
と
正
義
―
動
態
的
自
然
法
論
の
一
素
描
―
」、
一
九
九
八
年
三
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
５
号
、
二
八
―

四
一
頁

（
16
）「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
現
代
的
意
義
―
出
会
い
と
そ
の
発
展
相
及
び
射
程
に
つ
い
て
―
」、
一
九
九
八
年
六
月
、『
現
代
社

会
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
』
南
山
社
会
倫
理
研
究
叢
書
第
３
巻
、
一
八
二
―
二
〇
一
頁

（
17
）「
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
自
然
法
と
自
然
法
則
」、
一
九
九
八
年
一
一
月
一
〇
日
、『
法
思
想
に
お
け
る
伝
統
と
現
在
』、
九

州
大
学
出
版
会
、
一
八
四
―
一
九
五
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
18
）„G

em
einw

ohl und G
erechtigkeit in der Entw

icklung, auf der Suche nach einer integralen Lehre vom
 M

enschen“, in : R
. 

W
eiler u. A

. M
izunam

i

（H
rsg.

）G
erechtigkeit in der sozialen O

rdnung, D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin 1999,167S.

（S.45-

55.

）．

（
19
）„K

ultur als G
em

einw
ohl und G

em
einw

ohl als K
ultur“, in : V

erein zur Förderung der Psychologischen 

M
enschenkenntnis

（H
rsg.

）Bonum
 com

m
une - Ethik in G

esellschaft und Politik. Zürich 1999,630S.

（S.45-51

）, 

R
udolf W

eiler, Lothar R
oos, u.a.m

.

（
20
）「
生
命
へ
の
畏
敬
と
教
育
の
根
源
―
林
竹
二
博
士
の
人
と
教
育
哲
学
―
」、
一
九
九
九
年
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
６
号
、

二
四
―
五
七
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
21
）„Philosophische Ü

berlegungen über die M
enschenrechte“, in : R

udolf W
eiler

（H
rsg.

）Völkerrechtsordnung und 

Völkerrechtsethik. D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin 2000, 192S.

（S.125-135

）.

（
22
）「
コ
メ
ン
ト

　
政
治
、
社
会
、
倫
理
―
法
哲
学
の
立
場
か
ら
―
」、
二
〇
〇
〇
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
９
号
、
八
二
―
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八
六
頁

（
23
）「
孟
子
に
お
け
る
『
共
同
善
』
思
想
―
共
同
善
、
民
本
主
義
、
人
間
本
性
に
即
し
て
―
」『
自
然
法
と
宗
教
Ⅱ
』、
阿
南
成
一
、三

島
淑
臣
ほ
か
編
著
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
創
文
社
、
一
三
―
五
七
頁

（
24
）「
自
然
法
と
家
族
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
家
族
と
世
代
間
倫
理
」
コ
メ
ン
ト
―
」、
二
〇
〇
一
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
11
・

12
合
併
号
、
六
五
―
七
一
頁

（
25
）「
政
治
倫
理
の
新
し
い
展
開
―
国
民
国
家
と
共
同
善
を
中
心
に
―
」、
二
〇
〇
二
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
13
号
、
一
七
三

―
一
八
三
頁

（
26
）„Für eine K

ulturethik im
 21. Jahrhundert“, in : R

udolf W
eiler

（H
rsg.

）W
irtschaften- ein sittliches G

ebot im
 

Verständnis von Johannes M
essner. D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin 2003, 208S.

（S.61-73

）, 

（
27
）「
政
治
倫
理
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
そ
の
学
問
的
な
い
し
体
系
的
位
置
付
け
と
構
造
に
即
し
て
―
」、
二
〇
〇
三
年
七
月
、『
自

由
と
正
義
の
法
理
念
』、
成
文
堂
、
四
四
三
―
四
六
五
頁

（
28
）「
共
同
善
―
伝
統
的
自
然
法
論
な
い
し
社
会
倫
理
学
に
お
け
る
そ
の
概
念
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」、二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
、

経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ⅵ
、
現
代
書
館　

六
七
―
七
九
頁

（
29
）「
抽
象abstractio

理
論
に
つ
い
て
の
管
見
―
秋
葉
先
生
の
ご
報
告
に
接
し
て
―
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
〇
日
、『
社
会
と
倫

理
』
第
17
号
、
六
一
―
六
六
頁

（
30
）„R

echtsethik von K
rieg und Frieden im

 B
lick auf Pacem

 in Terris“, in ETH
IC

A 2004. Jahrbuch des Instituts für 

Religion und Frieden, Institut für R
eligion und Frieden beim

 M
ilitärbischofsam

t, W
ien 2004, S.63-68.

（
31
）「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯
と
著
作
」、
二
〇
〇
五
年
七
月
三
〇
日
、『
社
会
と
倫
理
』
第
18
号
、
七
五
―
一
二
三
頁
（『
ヨ
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八
六
頁

（
23
）「
孟
子
に
お
け
る
『
共
同
善
』
思
想
―
共
同
善
、
民
本
主
義
、
人
間
本
性
に
即
し
て
―
」『
自
然
法
と
宗
教
Ⅱ
』、
阿
南
成
一
、三

島
淑
臣
ほ
か
編
著
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
創
文
社
、
一
三
―
五
七
頁

（
24
）「
自
然
法
と
家
族
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
家
族
と
世
代
間
倫
理
」
コ
メ
ン
ト
―
」、
二
〇
〇
一
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
11
・

12
合
併
号
、
六
五
―
七
一
頁

（
25
）「
政
治
倫
理
の
新
し
い
展
開
―
国
民
国
家
と
共
同
善
を
中
心
に
―
」、
二
〇
〇
二
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
13
号
、
一
七
三

―
一
八
三
頁

（
26
）„Für eine K

ulturethik im
 21. Jahrhundert“, in : R

udolf W
eiler

（H
rsg.

）W
irtschaften- ein sittliches G

ebot im
 

Verständnis von Johannes M
essner. D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin 2003, 208S.

（S.61-73

）, 

（
27
）「
政
治
倫
理
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
そ
の
学
問
的
な
い
し
体
系
的
位
置
付
け
と
構
造
に
即
し
て
―
」、
二
〇
〇
三
年
七
月
、『
自

由
と
正
義
の
法
理
念
』、
成
文
堂
、
四
四
三
―
四
六
五
頁

（
28
）「
共
同
善
―
伝
統
的
自
然
法
論
な
い
し
社
会
倫
理
学
に
お
け
る
そ
の
概
念
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」、二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
、

経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ⅵ
、
現
代
書
館　

六
七
―
七
九
頁

（
29
）「
抽
象abstractio

理
論
に
つ
い
て
の
管
見
―
秋
葉
先
生
の
ご
報
告
に
接
し
て
―
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
〇
日
、『
社
会
と
倫

理
』
第
17
号
、
六
一
―
六
六
頁

（
30
）„R

echtsethik von K
rieg und Frieden im

 B
lick auf Pacem

 in Terris“, in ETH
IC

A 2004. Jahrbuch des Instituts für 

Religion und Frieden, Institut für R
eligion und Frieden beim

 M
ilitärbischofsam

t, W
ien 2004, S.63-68.

（
31
）「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯
と
著
作
」、
二
〇
〇
五
年
七
月
三
〇
日
、『
社
会
と
倫
理
』
第
18
号
、
七
五
―
一
二
三
頁
（『
ヨ
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ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
32
）「
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
の
自
然
法
論
的
考
察
―
秋
葉
・
伊
佐
（
松
尾
）
論
争
に
寄
せ
て
―
」、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
日
、『
法

の
理
論
』
24
、
成
文
堂
、
一
一
九
―
一
四
六
頁

（
33
）「
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
と
伝
統
的
自
然
法
論
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
一
〇
日
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
五
九
―
七
二
頁

（
34
）「
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
自
然
法
論
的
考
察
―
ノ
イ
マ
ン
論
文
を
め
ぐ
っ
て
―
」、二
〇
〇
六
年
五
月
一
〇
日
、『
社
会
と
倫
理
』

第
19
号
、
一
三
三
―
一
四
二
頁

（
35
）「
共
同
善
と
補
完
性
原
理
―
伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
―
」、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
五
日
、『
社
会
と
倫
理
』
第
20
号
、

九
五
―
一
二
六
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
36
）「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特
徴
―
晩
年
の
著
作
を
中
心
に
―
」、
二
〇
〇
七
年
一
月
二
二
日
、
九
州
法
学
会

編
『
九
州
法
学
会
会
報
２
０
０
６
年
』、
四
六
―
五
一
頁

（
37
）「
伝
統
的
自
然
法
論
の
精
華
―
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
晩
年
の
著
作
を
中
心
に
―
」、
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
、『
社
会
と
倫
理
』

第
21
号
、
七
七
―
一
一
一
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）

（
38
）「『
善
さ
』
を
志
向
す
る
人
間
本
性
―
村
井
実
博
士
の
自
然
法
論
的
教
育
思
想
―
」、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
日
、『
南
山
法
学
』
第

31
巻

　
第
１
・
２
合
併
号
、
四
九
―
八
四
頁

（
39
）„M

ensch und N
aturrecht in Entw

icklung aus Sicht eines japanischen N
aturrechtlers“ , in : R

udolf W
eiler 

（H
rsg.

）

M
ensch und N

aturrecht in Evolution, W
ien 2008, 262S.

（S.109-137

）, R
udolf W

eiler, A
nton R

auscher, Lothar R
oos, 

u.a.m
.

（
40
）「『
保
護
す
る
責
任
』
と
自
然
法
―
序
論
的
検
討
―
」、
二
〇
〇
八
年
九
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
22
号
、
八
六
―
九
七
頁
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（
41
）「
批
判
的
合
理
主
義
と
伝
統
的
自
然
法
論
―
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
寄
せ
て
―（
１
）」、二
〇
〇
九
年
三
月
、

『
熊
本
法
学
』
第
116
号
、
二
四
七
―
二
七
四
頁

（
42
）「
人
間
本
性
と
自
然
法
に
お
け
る
恒
存
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
」、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
熊
本
大
学
法
学
部
創
立
30
周
年
記

念
『
法
と
政
策
を
め
ぐ
る
現
代
的
変
容
』、
一
八
一
―
二
一
七
頁

（
43
）「
人
間
本
性
と
人
権
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
」、
二
〇
一
一
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
122
号
、
七
三
―
九
七
頁

（
44
）「
ヴ
ィ
ー
ン
自
然
法
論
並
び
に
生
命
倫
理
学
に
つ
い
て
」、
二
〇
一
一
年
三
月
、『
科
学
研
究
費
報
告
書
（
ド
イ
ツ
応
用
倫
理
学

の
総
合
的
研
究
―
「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
明
確
化
を
目
指
し
て
―
／
基
盤
研
究
（
Ａ
）／
課
題
番
号19202001

／
平
成
19
―

22
年
度
／
研
究
代
表
者
・
加
藤
泰
史
）』（
平
成
二
三
年
三
月
）
一
八
七
―
一
九
八
頁

（
45
）„Philosophische Ü

berlegungen über die M
enschenrechte und M

enschenw
ürde“, in Zeit-F

ragen,20. D
ezem

ber 2011, 

19. Jahrgang, N
r.51, S.1-3.

（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

　
　
　
（
45
）＊

＊R
éflexions philosophiques sur les droits hum

ains et la dignité hum
aine, en H

orizons et débats: Journal 

favorisant la pensée indépendante, l'éthique et la responsabilité pour le respect et la prom
otion du droit international, du 

droit hum
anitaire et des droits hum

ains, N
o51,28 décem

bre 2011, pp.1-5.

　
　
　
（
45
）＊

＊Philosophical reflections on hum
an rights and hum

an dignity, in: C
urrent C

oncerns N
o.1,15 January 2012, 

Zurich.

（
46
）
研
究
ノ
ー
ト
「
原
理
主
義
に
つ
い
て
の
原
理
的
・
批
判
的
考
察
」、
二
〇
一
二
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
125
号
、
一
―
二
〇
頁

（
47
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
方
法
の
問
題
―
倫
理
学
の
課
題
と
方
法
―
」、
二
〇
一
三
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
127
号
、

二
〇
七
―
二
四
〇
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）
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（
41
）「
批
判
的
合
理
主
義
と
伝
統
的
自
然
法
論
―
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
寄
せ
て
―（
１
）」、二
〇
〇
九
年
三
月
、

『
熊
本
法
学
』
第
116
号
、
二
四
七
―
二
七
四
頁

（
42
）「
人
間
本
性
と
自
然
法
に
お
け
る
恒
存
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
」、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
熊
本
大
学
法
学
部
創
立
30
周
年
記

念
『
法
と
政
策
を
め
ぐ
る
現
代
的
変
容
』、
一
八
一
―
二
一
七
頁

（
43
）「
人
間
本
性
と
人
権
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
」、
二
〇
一
一
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
122
号
、
七
三
―
九
七
頁

（
44
）「
ヴ
ィ
ー
ン
自
然
法
論
並
び
に
生
命
倫
理
学
に
つ
い
て
」、
二
〇
一
一
年
三
月
、『
科
学
研
究
費
報
告
書
（
ド
イ
ツ
応
用
倫
理
学

の
総
合
的
研
究
―
「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
明
確
化
を
目
指
し
て
―
／
基
盤
研
究
（
Ａ
）／
課
題
番
号19202001

／
平
成
19
―

22
年
度
／
研
究
代
表
者
・
加
藤
泰
史
）』（
平
成
二
三
年
三
月
）
一
八
七
―
一
九
八
頁

（
45
）„Philosophische Ü

berlegungen über die M
enschenrechte und M

enschenw
ürde“, in Zeit-F

ragen,20. D
ezem

ber 2011, 

19. Jahrgang, N
r.51, S.1-3.

（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

　
　
　
（
45
）＊

＊R
éflexions philosophiques sur les droits hum

ains et la dignité hum
aine, en H

orizons et débats: Journal 

favorisant la pensée indépendante, l'éthique et la responsabilité pour le respect et la prom
otion du droit international, du 

droit hum
anitaire et des droits hum

ains, N
o51,28 décem

bre 2011, pp.1-5.

　
　
　
（
45
）＊

＊Philosophical reflections on hum
an rights and hum

an dignity, in: C
urrent C

oncerns N
o.1,15 January 2012, 

Zurich.

（
46
）
研
究
ノ
ー
ト
「
原
理
主
義
に
つ
い
て
の
原
理
的
・
批
判
的
考
察
」、
二
〇
一
二
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
125
号
、
一
―
二
〇
頁

（
47
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
方
法
の
問
題
―
倫
理
学
の
課
題
と
方
法
―
」、
二
〇
一
三
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
127
号
、

二
〇
七
―
二
四
〇
頁
（『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
思
想
』
に
所
収
）
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（
48
）「
孟
子
、
共
同
善
、
洞
見
知
」、
二
〇
一
四
年
八
月
二
八
日
、『
熊
本
法
学
』
第
131
号
、
一
―
一
三
〇
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然

法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
49
）„D

er M
ensch als Fam

ilienw
esen in der N

aturrechtslehre und in der personalen Psychologie. In tiefer Verbundenheit 

zum
 G

edenken an Frau D
r. A

nnem
arie B

uchholz-K
aiser“, in Zeit-F

ragen,23. Septem
ber 2014, 23. Jahrgang, N

r.23/24, 

S.8-9. （『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

　
　
　
（
49
）＊

＊L’être hum
ain en tant qu’être fam

ilial selon le droit naturel et la psychologie personnaliste. En accord profond 

et en souvenir d’A
nnem

arie B
uchholz-K

aiser, en H
orizons et débats: Journal favorisant la pensée indépendante, 

l’éthique et la responsabilité pour le respect et la prom
otion du droit international, du droit hum

anitaire et des droits 

hum
ains, N

° 23/24,29 septem
bre 2014, pp.1-3.

（http://w
w

w
.horizons-et-debats.ch/index.php?id=4399

）

　
　
　
（
49
）＊

＊H
om

o fam
iliaris – hum

an beings and their fam
ilies according to natural law

 and personalist psychology. 

In com
m

em
oration of D

r A
nnem

arie B
uchholz-K

aiser, in C
urrent C

oncerns. English Edition of Zeit-Fragen

（The 

international journal for independent thought, ethical standards, m
oral responsibility, and for the prom

otion and respect 

of public international law
, hum

an rights and hum
anitarian law

）, 5.O
ctober 2014, N

o 23/34, pp.14-16.

（http://w
w

w
.

currentconcerns.ch/index.php?id=2845

）

（
50
）
自
由
論
題
報
告
（
要
旨
）「
伝
統
的
自
然
法
論
に
つ
い
て
」、
二
〇
一
五
年
九
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』

Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ⅶ
、
現
代
書
館

　
一
三
八
―
一
四
〇
頁

（
51
）「
メ
ス
ナ
ー
の
伝
統
的
自
然
法
論
」、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
30
号
、
一
〇
五
―
一
二
五
頁

（
52
）「
家
族
、
国
家
、
共
同
善
―
経
験
科
学
と
自
然
法
論
の
架
橋
の
試
み
―
」、
二
〇
一
五
年
一
二
月
、『
熊
本
法
学
』
第
135
号
、
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一
―
九
九
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
53
）「「
幸
福
の
経
済
社
会
学
」
を
考
え
る
た
め
に
―
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
依
拠
し
て
―
」、
二
〇
一
六
年
九
月
、
経
済
社
会
学

会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ⅷ
、
現
代
書
館

　
四
七
―
五
六
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
54
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
理
解
の
た
め
に
―
河
見
誠
教
授
の
書
評
へ
の
応
答
―
」、
二
〇
一
七
年
三
月
、
竹
下
賢
・
長
谷
川
晃
・

酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
編
集
『
法
の
理
論
35
』、
成
文
堂
、
二
四
七
―
二
六
四
頁

（
55
）「
シ
ー
ゲ
ル
福
音
宣
教
学
読
解
の
試
み
―
主
著
『
福
音
と
現
代
』
に
即
し
て
自
然
法
の
観
点
か
ら
―
」、二
〇
二
〇
年
一
二
月
、『
マ

イ
ケ
ル
・
シ
ー
ゲ
ル
先
生
追
悼
冊
子
』
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
五
二
―
七
五
頁

【
翻
　
訳
】

１
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
国
家
の
使
命
・
可
能
性
・
限
界
」、
一
九
八
五
年
九
月
、『
法
の
理
論
５
』、
成
文
堂
、
二
七

―
四
二
頁.

２
　
ロ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
著
「
労
働
と
復
活
―
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
求
め
て
―
」、
一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
、『
南
山
大
学

社
会
倫
理
研
究
所
論
集
』
第
３
号
、
一
二
七
―
一
四
一
頁

３
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
基
本
権
の
意
味
と
目
的
に
つ
い
て
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
国
家
理
解
の
た
め
の
一
貢
献
―
」、

一
九
八
九
年
一
一
月
、『
法
と
国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の
』、
創
文
社
、
三
二
五
―
三
四
二
頁

４
　
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
著
「
制
度
倫
理
学
と
共
同
善
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
変
動
す
る
世
界
に
お
け
る
共
同
善
』、

一
一
―
四
一
頁

５
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
多
元
的
民
主
主
義
に
お
け
る
共
同
善
と
憲
法
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
変
動
す
る
世
界
に
お
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一
―
九
九
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
53
）「「
幸
福
の
経
済
社
会
学
」
を
考
え
る
た
め
に
―
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
依
拠
し
て
―
」、
二
〇
一
六
年
九
月
、
経
済
社
会
学

会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ⅷ
、
現
代
書
館

　
四
七
―
五
六
頁
（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

（
54
）「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
理
解
の
た
め
に
―
河
見
誠
教
授
の
書
評
へ
の
応
答
―
」、
二
〇
一
七
年
三
月
、
竹
下
賢
・
長
谷
川
晃
・

酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
編
集
『
法
の
理
論
35
』、
成
文
堂
、
二
四
七
―
二
六
四
頁

（
55
）「
シ
ー
ゲ
ル
福
音
宣
教
学
読
解
の
試
み
―
主
著
『
福
音
と
現
代
』
に
即
し
て
自
然
法
の
観
点
か
ら
―
」、二
〇
二
〇
年
一
二
月
、『
マ

イ
ケ
ル
・
シ
ー
ゲ
ル
先
生
追
悼
冊
子
』
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
五
二
―
七
五
頁

【
翻
　
訳
】

１
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
国
家
の
使
命
・
可
能
性
・
限
界
」、
一
九
八
五
年
九
月
、『
法
の
理
論
５
』、
成
文
堂
、
二
七

―
四
二
頁.

２
　
ロ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
著
「
労
働
と
復
活
―
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
求
め
て
―
」、
一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
、『
南
山
大
学

社
会
倫
理
研
究
所
論
集
』
第
３
号
、
一
二
七
―
一
四
一
頁

３
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
基
本
権
の
意
味
と
目
的
に
つ
い
て
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
国
家
理
解
の
た
め
の
一
貢
献
―
」、

一
九
八
九
年
一
一
月
、『
法
と
国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の
』、
創
文
社
、
三
二
五
―
三
四
二
頁

４
　
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
著
「
制
度
倫
理
学
と
共
同
善
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
変
動
す
る
世
界
に
お
け
る
共
同
善
』、

一
一
―
四
一
頁

５
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
多
元
的
民
主
主
義
に
お
け
る
共
同
善
と
憲
法
」、
一
九
九
七
年
三
月
、『
変
動
す
る
世
界
に
お
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け
る
共
同
善
』、
九
三
―
一
〇
三
頁

６
　
Ｏ
．
ヘ
ッ
フ
ェ
、
Ｋ
．
デ
マ
ー
、
Ａ
．
ホ
ラ
ー
バ
ッ
ハ
著
「
自
然
法
」（
ゲ
レ
ス
協
会
編
『
国
家
事
典
』
所
収
）、
一
九
九
八
年
三

月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
５
号
、
一
〇
一
―
一
二
二
頁

７
　
ア
ン
ト
ン
・
ラ
ウ
シ
ャ
ー
著
「
人
格
性
、
連
帯
、
補
完
性
」、
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
五
日
、『
社
会
と
倫
理
』
第
９
号
、
一
二
六
―

一
五
六
頁

８
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著「
社
会
秩
序
の
大
憲
章
―『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』90
周
年
―
」、単
訳
、二
〇
〇
一
年
一
月
一
五
日
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
10
号
、
一
七
七
―
一
八
九
頁

９
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
著
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
と
そ
の
法
・
国
家
論
」、
二
〇
〇
二
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
13

号
、
一
―
一
七
頁

10
　
ル
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
著
「
社
会
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」、
二
〇
〇
二
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
13
号
、
一
八
―
二
五
頁

11
　
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ズ
ー
ト
ル
著
「
危
機
に
立
つ
共
同
善
―
政
治
的
苛
立
ち
と
改
革
の
必
要
―
」、
二
〇
〇
三
年
七
月
、『
社
会
と
倫

理
』
第
15
号
、
一
四
一
―
一
五
三
頁

12
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
と
は
何
か
」、
二
〇
〇
四
年
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
16
号
、
七
二
―
八
五

頁

13
　
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
著
「
生
命
の
不
可
侵
性
―
自
己
決
定
の
限
界
―
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、

一
七
一
―
一
八
〇
頁

14
　
エ
ン
リ
ケ
・
Ｈ
・
プ
ラ
ー
ト
著
「
自
己
決
定
へ
の
疑
問
―
自
殺
す
る
権
利
と
か
望
ん
で
い
る
か
ら
殺
害
し
て
も
ら
う
権
利
と
か
存

在
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
？
―
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、
一
八
一
―
一
八
九
頁
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15
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ボ
ネ
リ
著
「
医
療
現
場
か
ら
み
た
死
の
介
添
え
と
緩
和
医
療
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、

一
九
〇
―
一
九
五
頁

16
　
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ョ
ッ
ケ
ン
ホ
フ
著
「
良
心
―
倫
理
的
判
断
能
力
な
ら
び
に
人
格
的
責
任
の
源
泉
―
」、二
〇
〇
四
年
一
二
月
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、
一
九
六
―
二
〇
七
頁

17
　
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
テ
ュ
ル
ク
著
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
教
説
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を

中
心
に
―
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
一
―
一
七
頁

18
　
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
著
「
尊
厳
の
尊
重
と
利
益
の
保
護
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
一
七
五
―

一
九
六
頁

19
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
「
マ
ル
ク
ス
主
義
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
」、
二
〇
〇
七
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第

21
号
、
一
五
五
―
一
六
六
頁

20
　
ロ
ー
タ
ー
・
ロ
ー
ス
著
「
主
題
は
人
間
の
尊
厳
―
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
社
会
倫
理
上
の
遺
産
―
」、
二
〇
〇
七
年
六
月
、『
社

会
と
倫
理
』
第
21
号
、
一
六
六
―
一
七
七
頁

21
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
「
階
級
闘
争
か
、
そ
れ
と
も
労
使
協
調
か
」、
二
〇
〇
八
年
九
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
22
号
、
一
四
七

―
一
五
七
頁

22
　
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
「
１
９
５
０
年
代
の
ド
イ
ツ
公
法
学
の
創
成
期
」、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、

二
七
九
―
三
〇
六
頁

23
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
一
）、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、
三
〇
七
―
三
五
三
頁

24
　
ペ
ー
タ
ー
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
「
労
働
と
余
暇
―
新
た
な
均
衡
を
求
め
て
―
」、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、『
社
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15
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ボ
ネ
リ
著
「
医
療
現
場
か
ら
み
た
死
の
介
添
え
と
緩
和
医
療
」、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、

一
九
〇
―
一
九
五
頁

16
　
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ョ
ッ
ケ
ン
ホ
フ
著
「
良
心
―
倫
理
的
判
断
能
力
な
ら
び
に
人
格
的
責
任
の
源
泉
―
」、二
〇
〇
四
年
一
二
月
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
17
号
、
一
九
六
―
二
〇
七
頁

17
　
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
テ
ュ
ル
ク
著
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
教
説
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を

中
心
に
―
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
一
―
一
七
頁

18
　
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
著
「
尊
厳
の
尊
重
と
利
益
の
保
護
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
一
七
五
―

一
九
六
頁

19
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
「
マ
ル
ク
ス
主
義
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
」、
二
〇
〇
七
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第

21
号
、
一
五
五
―
一
六
六
頁

20
　
ロ
ー
タ
ー
・
ロ
ー
ス
著
「
主
題
は
人
間
の
尊
厳
―
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
社
会
倫
理
上
の
遺
産
―
」、
二
〇
〇
七
年
六
月
、『
社

会
と
倫
理
』
第
21
号
、
一
六
六
―
一
七
七
頁

21
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
「
階
級
闘
争
か
、
そ
れ
と
も
労
使
協
調
か
」、
二
〇
〇
八
年
九
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
22
号
、
一
四
七

―
一
五
七
頁

22
　
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
「
１
９
５
０
年
代
の
ド
イ
ツ
公
法
学
の
創
成
期
」、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、

二
七
九
―
三
〇
六
頁

23
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
一
）、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、
三
〇
七
―
三
五
三
頁

24
　
ペ
ー
タ
ー
・
パ
ウ
ル
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
「
労
働
と
余
暇
―
新
た
な
均
衡
を
求
め
て
―
」、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、『
社
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会
と
倫
理
』
第
23
号
、
八
七
―
九
八
頁 

25
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
二
）、
二
〇
一
〇
年
七
月
、『
熊
本
法
学
』
第
120
号
、
二
七
―
六
〇
頁

26
　
ク
リ
ス
ト
フ
・
ベ
ー
ル
著
「
人
間
の
尊
厳
の
基
準
―
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
、
倫
理
的
要
請
、
政
治
的
行
為
―
」、
二
〇
一
〇
年
九
月
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
24
号
、
二
一
七
―
二
二
八
頁

27
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
三
）、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、『
熊
本
法
学
』
第
121
号
、
六
五
―
八
一
頁

28
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
四
）、
二
〇
一
一
年
一
一
月
、『
熊
本
法
学
』
第
124
号
、
九
四
―
一
〇
一
頁

29
　
ト
ー
マ
ス
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
著
「
憲
法
の
規
範
力
」、
二
〇
一
二
年
八
月
、『
熊
本
法
学
』
第
126
号
、
一
四
三
―
一
六
一
頁

30
　
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ズ
ー
ト
ル
著
「
民
主
主
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
―
政
治
教
育
の
課
題
と
目
標
―
」、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
27
号
、
一
六
七
―
一
七
八
頁

31
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
五
）、
二
〇
一
三
年
八
月
、『
熊
本
法
学
』
第
128
号
、
一
二
一
―
一
三
九
頁

32
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
六
）、
二
〇
一
三
年
一
一
月
、『
熊
本
法
学
』
第
129
号
、
一
―
一
一
頁

33
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
政
治
倫
理
学
』（
七
・
完
）、
二
〇
一
五
年
三
月
、『
熊
本
法
学
』
第
133
号
、
一
二
七
―
一
四
五
頁

34
　
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ネ
ス
ト
ル
著
「
政
治
は
倫
理
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
―
今
は
亡
き
敬
愛
す
る
わ
が
師
ア
ン
ネ
マ
リ
ー
・
ブ
ー
フ

ホ
ル
ツ
＝
カ
イ
ザ
ー
に
捧
げ
る
―
」、
二
〇
一
五
年
一
二
月
、『
熊
本
法
学
』
第
135
号
、
一
三
一
―
一
四
一
頁

35
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
倫
理
学
』（
一
）、
二
〇
一
六
年
九
月
、『
熊
本
法
学
』
第
137
号
、
一
―
二
〇
頁

36
　
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
『
倫
理
学
』（
二
）、
二
〇
一
八
年
一
一
月
、『
熊
本
法
学
』
第
144
号
、
一
五
九
―
一
八
六
頁
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【
書
　
評
】

１
　「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
、
島
本
美
智
男
訳
『
経
済
社
会
の
倫
理
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）」、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
経

済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ｖ
、
現
代
書
館
、
一
八
九
―
一
九
一
頁

２
　「
松
田
純
著
『
遺
伝
子
技
術
の
進
展
と
人
間
の
未
来
―
ド
イ
ツ
生
命
環
境
倫
理
学
に
学
ぶ
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、 

二
〇
〇
五
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
18
号
、
一
四
五
―
一
五
〇
頁

３
　「
佐
々
木
亘
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
人
間
論
―
個
と
し
て
の
人
間
の
超
越
性
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、

二
〇
〇
五
年
九
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ⅶ
、
現
代
書
館

　
二
六
一
―
二
六
三
頁

４
　「
秋
葉
悦
子
訳
著
『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
―
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、

二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
二
〇
二
―
二
一
一
頁

５
　J. B

onelli

（H
rsg.

）, D
er M

ensch als M
itte und M

aßstab der M
edizin, W

ien 1992; J. B
onelli u. E. H

. Prat

（H
rsg.

）, Leben-

Sterben-Euthanasie?, W
ien 2000; G

ünther Pöltner, G
rundkurs M

edizin-Ethik, 2. A
ufl., W

ien 2006,

二
〇
〇
九
年
七
月
、『
熊

本
法
学
』
第
117
号
、
七
一
―
八
一
頁

６
　H

isao K
U

RIK
I, B

eiträge zur G
eschichte der deutschen Staatsrechtsw

issenschaft, Seibundo-Verlag Tokio 2009,

二
〇
〇
九

年
10
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、
三
五
五
―
三
六
七
頁

７
　「
書
評

　
高
橋
広
次
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
法
思
想
―
そ
の
根
柢
に
在
る
も
の
』
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
」、
二
〇
一
八
年
三
月
、

長
谷
川
晃
・
酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
編
集
『
法
の
理
論
36
』、
成
文
堂
、
二
六
三
―
二
八
九
頁

８
　「
佐
々
木
亘
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
法
と
正
義
―
共
同
体
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
』」、
二
〇
一
九
年
九
月
、
経
済

社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
41
、
現
代
書
館
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
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【
書
　
評
】

１
　「
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ウ
ッ
ツ
著
、
島
本
美
智
男
訳
『
経
済
社
会
の
倫
理
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）」、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
経

済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ｖ
、
現
代
書
館
、
一
八
九
―
一
九
一
頁

２
　「
松
田
純
著
『
遺
伝
子
技
術
の
進
展
と
人
間
の
未
来
―
ド
イ
ツ
生
命
環
境
倫
理
学
に
学
ぶ
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、 

二
〇
〇
五
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
18
号
、
一
四
五
―
一
五
〇
頁

３
　「
佐
々
木
亘
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
人
間
論
―
個
と
し
て
の
人
間
の
超
越
性
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、

二
〇
〇
五
年
九
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
Ｘ
Ｘ
Ⅶ
、
現
代
書
館

　
二
六
一
―
二
六
三
頁

４
　「
秋
葉
悦
子
訳
著
『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
―
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）」、

二
〇
〇
六
年
五
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
19
号
、
二
〇
二
―
二
一
一
頁

５
　J. B

onelli

（H
rsg.

）, D
er M

ensch als M
itte und M

aßstab der M
edizin, W

ien 1992; J. B
onelli u. E. H

. Prat

（H
rsg.

）, Leben-

Sterben-Euthanasie?, W
ien 2000; G

ünther Pöltner, G
rundkurs M

edizin-Ethik, 2. A
ufl., W

ien 2006,

二
〇
〇
九
年
七
月
、『
熊

本
法
学
』
第
117
号
、
七
一
―
八
一
頁

６
　H

isao K
U

RIK
I, B

eiträge zur G
eschichte der deutschen Staatsrechtsw

issenschaft, Seibundo-Verlag Tokio 2009,

二
〇
〇
九

年
10
月
、『
熊
本
法
学
』
第
118
号
、
三
五
五
―
三
六
七
頁

７
　「
書
評

　
高
橋
広
次
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
法
思
想
―
そ
の
根
柢
に
在
る
も
の
』
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
」、
二
〇
一
八
年
三
月
、

長
谷
川
晃
・
酒
匂
一
郎
・
河
見
誠
編
集
『
法
の
理
論
36
』、
成
文
堂
、
二
六
三
―
二
八
九
頁

８
　「
佐
々
木
亘
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
法
と
正
義
―
共
同
体
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
』」、
二
〇
一
九
年
九
月
、
経
済

社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
会
年
報
』
41
、
現
代
書
館
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
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そ
の
他

【
寄
稿
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
】

１
　「
メ
ス
ナ
ー
『
文
化
倫
理
学
』
案
内
」、
一
九
九
五
年
一
一
月
、『
創
文
』
№
371
、
七
―
九
頁

２
　
学
界
展
望
「
第
四
回
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
」、
一
九
九
八
年
三
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
５
号
、

七
四
―
八
三
頁

３
　
学
界
展
望
「
第
六
回
国
際
会
議
『
倫
理
へ
の
勇
気
』
に
参
加
し
て
」、
一
九
九
九
年
七
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
７
号
、
一
一
一
―

一
二
八
頁

４
　「
自
然
法
：
人
間
本
性
の
当
為
存
在
条
件
と
し
て
の
法
則
」、
二
〇
〇
一
年
七
月
、『
経
営
倫
理
』
№
20
、
九
―
一
〇
頁

５
　「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
当
た
っ
て
」、
二
〇
〇
二
年
六
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
13
号
、
八
三
―
八
六
頁

６
　「『
家
族
と
共
同
善
原
理
』
の
報
告
を
終
え
て
」、
二
〇
〇
二
年
七
月
、『
経
済
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
32
号
、
七
頁

７
　「
私
の
研
究
関
心
：
自
然
法
―
人
間
存
在
の
基
底
的
規
定
」、
二
〇
〇
三
年
七
月
、『
経
済
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
34
号
、

六
頁

８
　「
真
正
ト
ミ
ス
ト
、
ト
マ
ス
水
波
朗
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
」、
二
〇
〇
四
年
二
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
16
号
、
八
六
―
九
三
頁

９
　「
日
本
経
営
倫
理
学
会
の
設
立
十
周
年
記
念
に
思
う
こ
と
」、
二
〇
〇
四
年
五
月
、『
日
本
経
営
倫
理
学
会
10
年
史
』
日
本
経
営
倫

理
学
会
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁

10
　「
水
波
先
生
の
想
い
出
―
学
問
と
人
柄
―
」、
二
〇
〇
四
年
七
月
、『
創
文
』
№
466
、
二
二
―
二
七
頁

11
　「
伝
統
的
自
然
法
論
の
精
華
」、
二
〇
〇
六
年
三
月
、『
経
済
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
39
号
、
七
頁

12
　「
伝
統
的
自
然
法
論
を
め
ぐ
る
私
の
研
究
と
政
治
倫
理
学
的
考
察
」、
二
〇
〇
六
年
五
月
、『
経
営
倫
理
』
№
45
、
三
―
四
頁
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13
　
学
界
報
告
「
第
８
回
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
１

号
、
一
四
―
一
五
頁

14
　
学
界
報
告
「IM

A
B

E-Institut

医
療
人
類
学
及
び
生
命
倫
理
研
究
所
in 

ヴ
ィ
ー
ン
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け

ん
』
第
１
号
、
一
二
―
一
四
頁

15
　「
責
任
を
考
え
る
た
め
の
十
冊
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
１
号
、
三
六
―
三
九
頁

16
　「
熊
本
便
り
」、
二
〇
〇
九
年
八
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
２
号
、
一
〇
―
一
一
頁

17
　「
巻
頭
言

　
古
く
て
新
し
い
自
然
法
」、
二
〇
一
三
年
七
月
、『
経
済
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
第
54
号
、
一
―
二
頁

18
　
用
語
集
項
目
「
自
然
法
」、
二
〇
一
五
年
四
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
キ
ー
ワ
ー
ド
集
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
三
五
―
一
三
八
頁

19
　Interview

: „

…in R
ichtung auf m

ehr M
enschlichkeit zu führen.“ Interview

 m
it Prof. D

r. jur. H
ideshi Yam

ada. Interview
er: 

Joachim
 H

öfele und M
oritz N

estor, 

二
〇
一
五
年
一
二
月
、『
熊
本
法
学
』
第
135
号
、
一
六
〇
―
一
七
四
頁
（『
人
間
と
社
会
―

自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

20
　「
弁
護
士
米
倉
正
実
氏
へ
の
お
礼
状
」、
二
〇
一
七
年
一
一
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
32
号
、
一
一
四
―
一
一
八
頁

21
　「
第
55
回
全
国
大
会
の
ご
案
内
」、
二
〇
一
九
年
二
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
65
』、
経
済
社
会
学
会
、
三
―
五
頁

22
　「
第
55
回
全
国
大
会
の
ご
案
内
」、
二
〇
一
九
年
七
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
66
』、
経
済
社
会
学
会
、
三
―
五
頁

23
　「
第
55
回
全
国
大
会
を
ふ
り
か
え
っ
て
」、
二
〇
二
〇
年
二
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
67
』、
経
済
社
会
学
会
、
六
頁

24
　「
第
十
二
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作
品
集
の
公
刊
に
寄
せ
て
」、
二
〇
二
〇
年
三
月
、『
第
12
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作

品
集
』、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
、
四
―
八
頁

略歴・業績目録

292（熊本法学151号 ’21） （熊本法学151号 ’21）



13
　
学
界
報
告
「
第
８
回
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
１

号
、
一
四
―
一
五
頁

14
　
学
界
報
告
「IM

A
B

E-Institut

医
療
人
類
学
及
び
生
命
倫
理
研
究
所
in 

ヴ
ィ
ー
ン
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け

ん
』
第
１
号
、
一
二
―
一
四
頁

15
　「
責
任
を
考
え
る
た
め
の
十
冊
」、
二
〇
〇
八
年
四
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
１
号
、
三
六
―
三
九
頁

16
　「
熊
本
便
り
」、
二
〇
〇
九
年
八
月
、『
時
報

　
し
ゃ
り
ん
け
ん
』
第
２
号
、
一
〇
―
一
一
頁

17
　「
巻
頭
言

　
古
く
て
新
し
い
自
然
法
」、
二
〇
一
三
年
七
月
、『
経
済
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
第
54
号
、
一
―
二
頁

18
　
用
語
集
項
目
「
自
然
法
」、
二
〇
一
五
年
四
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学
キ
ー
ワ
ー
ド
集
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
三
五
―
一
三
八
頁

19
　Interview

: „

…in R
ichtung auf m

ehr M
enschlichkeit zu führen.“ Interview

 m
it Prof. D

r. jur. H
ideshi Yam

ada. Interview
er: 

Joachim
 H

öfele und M
oritz N

estor, 
二
〇
一
五
年
一
二
月
、『
熊
本
法
学
』
第
135
号
、
一
六
〇
―
一
七
四
頁
（『
人
間
と
社
会
―

自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

20
　「
弁
護
士
米
倉
正
実
氏
へ
の
お
礼
状
」、
二
〇
一
七
年
一
一
月
、『
社
会
と
倫
理
』
第
32
号
、
一
一
四
―
一
一
八
頁

21
　「
第
55
回
全
国
大
会
の
ご
案
内
」、
二
〇
一
九
年
二
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
65
』、
経
済
社
会
学
会
、
三
―
五
頁

22
　「
第
55
回
全
国
大
会
の
ご
案
内
」、
二
〇
一
九
年
七
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
66
』、
経
済
社
会
学
会
、
三
―
五
頁

23
　「
第
55
回
全
国
大
会
を
ふ
り
か
え
っ
て
」、
二
〇
二
〇
年
二
月
、『
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

　
67
』、
経
済
社
会
学
会
、
六
頁

24
　「
第
十
二
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作
品
集
の
公
刊
に
寄
せ
て
」、
二
〇
二
〇
年
三
月
、『
第
12
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作

品
集
』、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
、
四
―
八
頁
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25
．「
大
会
実
行
委
員
長
挨
拶

　
経
済
社
会
学
会
第
55
回
全
国
大
会
報
告
」、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
、
経
済
社
会
学
会
編
『
経
済
社
会
学

会
年
報
』
42
、
現
代
書
館

　
三
―
四
頁

26
．「
第
十
三
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作
品
集
の
公
刊
に
寄
せ
て
」、
二
〇
二
一
年
三
月
、『
第
13
回
熊
本
大
学
東
光
原
文
学
賞
作

品
集
』、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館

【
国
際
学
会
発
表
及
び
講
演
】

①
　„R

echtsphilosophische B
etrachtungen über das Them

a‚W
as verstehen w

ir unter Europa?‘“ , gehalten im
 R

ahm
en des 

Sym
posium

s „A
usbau der Sozial-, K

ultur- und R
eligionspolitik in der E

uropäischen U
nion und innerhalb eines 

größeren E
uropa“ am

 21. Februar 1995 im
 B

ildungshaus in W
ien, Ö

sterreich.

②
　„G

em
einw

ohl und G
erechtigkeit in der Entw

icklung, auf der Suche nach einer integralen Lehre vom
 M

enschen“, 

gehalten im
 R

ahm
en des 4. Johannes-M

essner Sym
posium

s „G
erechtigkeit in der sozialen O

rdnung: die Tugend der 

G
erechtigkeit im

 Z
eitalter der G

lobalisierung“ am
 17. Septem

ber 1997 in B
rixen, Südtirol.

③　

„K
ultur als G

em
einw

ohl und G
em

einw
ohl als K

ultur“, gehalten im
 R

ahm
en des V

I. K
ongress M

ut zur Ethik zum
 Them

a 

„B
onum

 com
m

une – E
thik in G

esellschaft und Politik“ am
 5. Septem

ber 1998 in Feldkirch, Vorarlberg.

④　

„Philosophische Ü
berlegungen über die M

enschenrechte“, gehalten im
 R

ahm
en des 5. internationalen  Sym

posium
s 

der Johannes-M
essner G

esellschaft „V
ölkerrechtsordnung und V

ölkerrechtsethik“ am
 27. Septem

ber 1999 in W
ien, 

Ö
sterreich.

⑤　

„Für eine K
ulturethik im

 21. Jahrhundert“, gehalten im
 R

ahm
en des 6. Internationalen Johannes-M

essner Sym
posium

s 
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„W
irtschaften- ein sittliches G

ebot im
 Verständnis von Johannes M

essner“ am
 22. Septem

ber 2001 in W
ien, 

Ö
sterreich.

⑥　

„R
echtsethik von K

rieg und Frieden im
 B

lick auf Pacem
 in Terris“, gehalten im

 R
ahm

en der Enquete 2003 „Sicherheit 

und Friede als europäische H
erausforderung“, der B

eitrag christlicher Soldaten im
 Licht von Pacem

 in Terris am
 15. 

O
ktober 2003 im

 Jakob K
ern-H

aus, 1130 W
ien, Fasangartengasse 101/V, Ö

sterreich.

⑦　

„M
ensch und N

aturrecht in Entw
icklung aus Sicht eines japanischen N

aturrechtlers“, gehalten im
 R

ahm
en des 8. 

internationalen Sym
posium

s der Johannes-M
essner G

esellschaft „M
ensch und N

aturrecht in E
volution“ am

 22. 

Septem
ber 2007 in M

ödling bei W
ien, Ö

sterreich.

⑧　

„D
ie Verfassung und die G

ew
altenteilung“, gehalten im

 R
ahm

en des jährlichen D
iskussionsforum

s M
ut zur Ethik zum

 

Them
a „D

ie W
ürde des M

enschen zuerst“ am
 2. Septem

ber 2011 in der O
stschw

eiz.

⑨　

„ …
 in R

ichtung auf m
ehr M

enschlichkeit zu führen.“, Prof. D
r. jur. H

ideshi Yam
ada im

 G
espräch m

it Joachim
 H

öfele 

und M
oritz N

estor, den 6. Septem
ber 2011 im

 G
asthaus Sternen, Fischingen TG

.

⑩　

„D
er M

ensch als Fam
ilienw

esen in der N
aturrechtslehre und in der personalen Psychologie, in tiefer Verbundenheit 

und zum
 G

edenken an Frau D
r. A

nnem
arie B

uchholz-K
aiser gew

idm
et“, gehalten im

 R
ahm

en des jährlichen 

D
iskussionsforum

s M
ut zur Ethik zum

 Them
a „M

ehr soziale Verbundenheit leben“ am
 29. A

ugust 2014 in der 

O
stschw

eiz. （『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

⑪　

„W
ürdigung und Schutz der Fam

ilie in besonderer B
erücksichtigung auf Ehe, K

ind und Erziehung – ein B
eitrag zur 

Förderung des B
onum

 C
om

m
une gegen die globale sexuelle R

evolution“ gehalten in den Septem
bergesprächen im
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„W
irtschaften- ein sittliches G

ebot im
 Verständnis von Johannes M

essner“ am
 22. Septem

ber 2001 in W
ien, 

Ö
sterreich.

⑥　

„R
echtsethik von K

rieg und Frieden im
 B

lick auf Pacem
 in Terris“, gehalten im

 R
ahm

en der Enquete 2003 „Sicherheit 

und Friede als europäische H
erausforderung“, der B

eitrag christlicher Soldaten im
 Licht von Pacem

 in Terris am
 15. 

O
ktober 2003 im

 Jakob K
ern-H

aus, 1130 W
ien, Fasangartengasse 101/V, Ö

sterreich.

⑦　

„M
ensch und N

aturrecht in Entw
icklung aus Sicht eines japanischen N

aturrechtlers“, gehalten im
 R

ahm
en des 8. 

internationalen Sym
posium

s der Johannes-M
essner G

esellschaft „M
ensch und N

aturrecht in E
volution“ am

 22. 

Septem
ber 2007 in M

ödling bei W
ien, Ö

sterreich.

⑧　

„D
ie Verfassung und die G

ew
altenteilung“, gehalten im

 R
ahm

en des jährlichen D
iskussionsforum

s M
ut zur Ethik zum

 

Them
a „D

ie W
ürde des M

enschen zuerst“ am
 2. Septem

ber 2011 in der O
stschw

eiz.

⑨　

„ …
 in R

ichtung auf m
ehr M

enschlichkeit zu führen.“, Prof. D
r. jur. H

ideshi Yam
ada im

 G
espräch m

it Joachim
 H

öfele 

und M
oritz N

estor, den 6. Septem
ber 2011 im

 G
asthaus Sternen, Fischingen TG

.

⑩　

„D
er M

ensch als Fam
ilienw

esen in der N
aturrechtslehre und in der personalen Psychologie, in tiefer Verbundenheit 

und zum
 G

edenken an Frau D
r. A

nnem
arie B

uchholz-K
aiser gew

idm
et“, gehalten im

 R
ahm

en des jährlichen 

D
iskussionsforum

s M
ut zur Ethik zum

 Them
a „M

ehr soziale Verbundenheit leben“ am
 29. A

ugust 2014 in der 

O
stschw

eiz. （『
人
間
と
社
会
―
自
然
法
研
究
―
』
に
所
収
）

⑪　

„W
ürdigung und Schutz der Fam

ilie in besonderer B
erücksichtigung auf Ehe, K

ind und Erziehung – ein B
eitrag zur 

Förderung des B
onum

 C
om

m
une gegen die globale sexuelle R

evolution“ gehalten in den Septem
bergesprächen im
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R
ahm

en von Europäischer Arbeitsgem
einschaft M

ut zur Ethik zum
 Them

a „Im
 gleichw

ertigen D
ialog das B

onum
 

C
om

m
une stärken – E

intreten für R
echtsstaatlichkeit, V

ölkerrecht und D
em

okratie“ am
 1. Septem

ber 2017 in Sirnach, 

O
stschw

eiz.

⑫　

Vortrag über „D
ie G

eschichte von Japan und das Verhältnis zw
ischen Japan und K

orea“, gehalten anlässlich des 

japanischen A
bends am

 3. Septem
ber 2017 in B

azenheid, O
stschw

eiz.

⑬　

Vortrag über „D
as N

aturrecht und die Eigenart der japanischen M
entalität und Philosophie“, gehalten anlässlich des 

japanischen A
bends am

 4. Septem
ber 2017 in Sirnach, O

stschw
eiz.

⑭　

Vortrag über „D
ie G

egenw
art von Japan“, gehalten anlässlich des japanischen A

bends am
 29. A

ugust 2018 in Sirnach, 

O
stschw

eiz.

⑮　

„Einige G
edanken zum

 Them
a „R

echtlichkeit stärken“ gehalten in den Septem
bergesprächen im

 R
ahm

en von 

Europäischer Arbeitsgem
einschaft M

ut zur Ethik zum
 Them

a „G
ew

issen bilden, R
echtlichkeit stärken, Frieden 

fördern – W
ie w

eiter in Z
eiten des U

m
bruchs? “ am

 31. A
ugust 2018 in Sirnach, O

stschw
eiz.

（『
人
間
と
社
会
―
自
然
法

研
究
―
』
に
所
収
）

⑯　

Vortrag über „D
ie politische Lage der G

egenw
art Japans in besonderer B

erücksichtigung von U
SA

“, gehalten anlässlich 

des japanischen A
bends am

 3. Septem
ber 2018 in Sirnach, O

stschw
eiz.

【
国
内
学
会
・
研
究
会
発
表
及
び
講
演
】

①
　「
自
然
法
と
共
同
善
」
一
九
九
六
年
一
一
月
八
日
（
日
本
法
哲
学
会
学
術
大
会
、
於
明
治
大
学
）
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②
　「
教
育
・
共
同
善
・
自
然
法
―
―
林
竹
二
博
士
と
そ
の
周
辺
」
一
九
九
九
年
五
月
一
五
日
（
第
18
回
愛
知
法
理
研
究
会
）

③
　「
家
族
と
共
同
善
原
理
」
二
〇
〇
二
年
五
月
一
八
日
（
経
済
社
会
学
会
東
西
合
同
研
究
会
、
於
名
古
屋
学
院
大
学
さ
か
え
サ
テ
ラ

イ
ト
）

④
　「
共
同
善
―
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
そ
の
概
念
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」
二
〇
〇
三
年
九
月
二
〇
日
（
経
済
社
会
学
会
第
39

回
全
国
大
会
、
於
同
朋
大
学
）

⑤
　「
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
社
会
倫
理
学
と
共
同
善
」
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
四
日
（
第
31
回
愛
知
法
理
研
究
会
）

⑥
　「
伝
統
的
自
然
法
論
の
精
華
―
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
晩
年
の
著
作
か
ら
―
」
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
七
日
（
経
済
社
会
学
会
西

部
部
会
研
究
会
、
於
神
戸
学
院
大
学
）

⑦
　「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特
徴
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
六
年
三
月
一
八
日
（
九
州
法
理
論
研
究
会
、
於
九
州
大
学
）

⑧
　「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特
徴
」
二
〇
〇
六
年
七
月
一
日
（
九
州
法
学
会
第
111
回
学
術
大
会
、
於
佐
賀
大
学
）

⑨
　「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
補
完
性
原
理
と
ア
メ
リ
カ
の
原
理
主
義
」二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
四
日（
公
共
哲
学
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
、於
リ
ー

ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

⑩
　「
伝
統
的
自
然
法
論
に
つ
い
て
」
二
〇
一
四
年
九
月
二
〇
日
（
経
済
社
会
学
会
第
50
回
全
国
大
会
、
於
流
通
経
済
大
学
）

⑪
　「「
幸
福
の
経
済
社
会
学
」
を
考
え
る
た
め
に
」
二
〇
一
五
年
九
月
二
六
日
（
経
済
社
会
学
会
第
51
回
全
国
大
会
、
共
通
論
題
「
幸

福
の
経
済
社
会
学
」
報
告
、
於
京
都
学
園
大
学
）

⑫
　「
人
間
的
実
存
に
お
け
る
幸
福
傾
動
―
メ
ス
ナ
ー
の
実
存
的
自
然
法
論
に
依
拠
し
て
―
」
二
〇
一
六
年
九
月
二
四
日
（
第
21
回
「
九

州
法
理
論
研
究
会
」
於
九
州
大
学
箱
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
文
系
地
区
法
学
研
究
院
（
法
学
部
）
大
会
議
室
（
２
Ｆ
））

⑬
　「
共
同
善
と
補
完
性
原
理
～
伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
」
二
〇
一
九
年
七
月
一
一
日
（
木
）（
２
０
１
９
年
度
第
２
回
「
社
会
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②
　「
教
育
・
共
同
善
・
自
然
法
―
―
林
竹
二
博
士
と
そ
の
周
辺
」
一
九
九
九
年
五
月
一
五
日
（
第
18
回
愛
知
法
理
研
究
会
）

③
　「
家
族
と
共
同
善
原
理
」
二
〇
〇
二
年
五
月
一
八
日
（
経
済
社
会
学
会
東
西
合
同
研
究
会
、
於
名
古
屋
学
院
大
学
さ
か
え
サ
テ
ラ

イ
ト
）

④
　「
共
同
善
―
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
そ
の
概
念
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
」
二
〇
〇
三
年
九
月
二
〇
日
（
経
済
社
会
学
会
第
39

回
全
国
大
会
、
於
同
朋
大
学
）

⑤
　「
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
社
会
倫
理
学
と
共
同
善
」
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
四
日
（
第
31
回
愛
知
法
理
研
究
会
）

⑥
　「
伝
統
的
自
然
法
論
の
精
華
―
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
晩
年
の
著
作
か
ら
―
」
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
七
日
（
経
済
社
会
学
会
西

部
部
会
研
究
会
、
於
神
戸
学
院
大
学
）

⑦
　「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特
徴
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
六
年
三
月
一
八
日
（
九
州
法
理
論
研
究
会
、
於
九
州
大
学
）

⑧
　「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特
徴
」
二
〇
〇
六
年
七
月
一
日
（
九
州
法
学
会
第
111
回
学
術
大
会
、
於
佐
賀
大
学
）

⑨
　「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
補
完
性
原
理
と
ア
メ
リ
カ
の
原
理
主
義
」二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
四
日（
公
共
哲
学
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
、於
リ
ー

ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

⑩
　「
伝
統
的
自
然
法
論
に
つ
い
て
」
二
〇
一
四
年
九
月
二
〇
日
（
経
済
社
会
学
会
第
50
回
全
国
大
会
、
於
流
通
経
済
大
学
）

⑪
　「「
幸
福
の
経
済
社
会
学
」
を
考
え
る
た
め
に
」
二
〇
一
五
年
九
月
二
六
日
（
経
済
社
会
学
会
第
51
回
全
国
大
会
、
共
通
論
題
「
幸

福
の
経
済
社
会
学
」
報
告
、
於
京
都
学
園
大
学
）

⑫
　「
人
間
的
実
存
に
お
け
る
幸
福
傾
動
―
メ
ス
ナ
ー
の
実
存
的
自
然
法
論
に
依
拠
し
て
―
」
二
〇
一
六
年
九
月
二
四
日
（
第
21
回
「
九

州
法
理
論
研
究
会
」
於
九
州
大
学
箱
崎
キ
ャ
ン
パ
ス
文
系
地
区
法
学
研
究
院
（
法
学
部
）
大
会
議
室
（
２
Ｆ
））

⑬
　「
共
同
善
と
補
完
性
原
理
～
伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
」
二
〇
一
九
年
七
月
一
一
日
（
木
）（
２
０
１
９
年
度
第
２
回
「
社
会
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倫
理
研
究
所
補
完
性
研
究
会
」
於
南
山
大
学
Ｊ
棟
地
下
一
階
社
会
倫
理
研
究
所
所
長
室
（
ベ
ー
ス
ラ
ボ
））

⑭
　「
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
「
現
代
日
本
の
自
然
法
論
」
第
３
報
告
「
ト
ミ
ス
ト
、
一
連
の
テ
ー
ゼ
を
読
解
す
る
」」
二
〇
二
〇
年
一
〇

月
一
一
日
（
経
済
社
会
学
会
第
56
回
全
国
大
会
、
共
通
論
題
「
成
長
・
連
帯
・
持
続
可
能
性
―
―
＇豊
か
さ
＇
の
再
考
か
ら
」
報

告
、
於
文
教
学
院
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
）

⑮
　「
自
然
法
と
私
―
我
が
半
生
を
反
省
す
る
―
」
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日
（
第
16
回
「
知
の
技
法
の
伝
承
」
研
究
会
、
於
熊
本

大
学
法
学
研
究
院
（
法
学
部
）
Ａ
１
教
室
（
２
Ｆ
））

【
研
究
所
訪
問
】

１
　
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
科
学
中
央
研
究
所（K

SZ: A
bk. v. K

atholische Sozialw
issenschaftliche Zentralstelle zu M

önchengladbach

）

訪
問
（
一
九
九
七
年
九
月
二
三
日
）

２
　
医
療
人
類
学
及
び
生
命
倫
理
研
究
所
（IM

A
B

E-Institut: A
bk. v. Institut für die m

edizinische A
nthropologie und B

ioethik in 

W
ien

）
訪
問
（
二
〇
〇
一
年
九
月
二
四
日
）

　表

　
　彰

【
叙
　
勲
】

オ
ー 

ス
ト
リ
ア
学
術
芸
術
功
労
十
字
賞
（D

as österreichische Ehrenkreuz für W
issenschaft und K

unst, 3. Juli 1998

）［
同
年
一
二

月
一
一
日
駐
日
墺
大
使
館
に
て
授
与
式
が
執
り
行
わ
れ
る
。］
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【
受
　
賞
】

ヨ
ハ 

ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
賞
（D

IE „JO
H

A
N

N
ES M

ESSN
ER

 M
ED

A
ILLE“

）。［22. Septem
ber 2007 in Sankt G

abriel, M
ödling 

bei W
ien. 

九
月
二
二
日
ヴ
ィ
ー
ン
郊
外
メ
ー
ド
リ
ン
グ
、
サ
ン
ク
ト
・
ガ
ー
ブ
リ
エ
ル
に
て
キ
リ
ス
ト
教
中
高
等
学
校
職
業
訓

練
学
校
教
職
員
組
合
よ
り
授
与
さ
れ
る
。］
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